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○１１番 小関秀一議員 ああ、済みません。折

りに検討されるものと思いますので、ぜひ、そ

のときも議論をさせていただきたいなというふ

うに思います。 

 終わります。 

 

 

 赤間 広議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位９番、議席番号10番、

赤間 広議員。 

  （10番赤間 広議員登壇） 

○１０番 赤間 広議員 公明党の赤間 広でご

ざいます。 

 本日最後の一般質問になりました。大変お疲

れでしょうけれども、もうしばらくおつき合い

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 今夏の自然災害で被災された方々に、さらに

は昨日の北海道地震で被災された皆様に、心よ

りお見舞いを申し上げます。 

 通告書に従い、質問をさせていただきます。

私の質問は大きく３件であります。 

 初めの質問は、市民に愛される市庁舎建設に

ついてであります。 

 先ごろ８月17日市議会全員協議会に、長井市

新市庁舎基本設計概要案が示されました。当初

２月臨時議会、３月度議会に示されましたＬ字

型形状からＩ字型形状になりました。 

 横に細長く、またグンゼ通りから新市庁舎ま

での距離も同じく長い距離があります。市民の

皆様に果たして使い勝手がよいのだろうか、理

想的なつくりとして、駐車場から近くドア・ツ

ー・ドアであります。２階、３階でもエレベー

ターをおりればすぐに市民が必要とする各課に

行けるなど、使い勝手がよいものであるべきで

あります。さらに申し上げれば、今後確実に高

齢者がふえ、移動距離・歩行距離が必ず問題に

なってまいります。庁舎内だけで全長167.6メ

ートル、さらに駐車場の移動距離を含めれば、

その倍以上になります。市職員においても大変

な移動距離になるはずです。 

 次は、子育て支援のさらなる充実について。 

 （１）土日・祝日の子供預かりの制度化でき

ないかであります。この質問は市民の方からの

ご意見・要望からであります。 

 ご家族においてご不幸があり、葬儀が日曜日

であったそうであります。子供さんを見ていた

だける方がいなく、大変であったとのことであ

ります。確かに、長井市ではファミリー・サポ

ート・センター（子供さんの一時預かり）があ

りますが、月曜から金曜日、午前９時から４時

までになっています。ファミリー・サポート・

センターの関係者の皆様には、大変なことをお

願いしているわけであります。この場をおかり

して心より感謝を申し上げたいと思います。さ

らにこれ以上のお願いをするのではなく、長井

市の責任として制度化されていくべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

 次の、（２）障害児の夜間保育・預かりにつ

いて。 

 平成24年４月より放課後の学童保育について

も、ＮＰＯの皆様と関係者の方々のご努力によ

り実施していただいております。高齢者の方に

ついては、お泊まりデイサービス等、制度化さ

れておりますが、障害児についてはないので、

ぜひ検討・研究をしていただきたいということ

でございます。 

 次に、大きな３番目の質問で、安全な通学路

についてであります。昨今の気象状況、変質者、

交通災害など、さまざまな問題が報道されてお

りますが、私は通告書に記しました２件につい

て質問をさせていただきます。 

 １つ目は、（１）として谷地橋西側通学路に

信号機の設置がなぜできないのかであります。

公明党では、ことしの６月より100万人訪問ア
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ンケート調査を行っておりますが、その中にあ

りました市民のご意見にもありました。谷地橋

西側の交差点は、交通事故多発地点であります。

また、警察に届け出ない事故も多発しておりま

す。 

 私は、朝７時から８時までの１時間ほど挨拶

運動と見守り隊に参加しておりますが、金曜日

には何もなかったガードレールが、月曜日に行

ってみたらへこんで傷がついていたり、また、

昨日まできれいであった道路にヘッドライトの

破片が散乱しているなど、この半年でも３件ほ

どあります。このような状況でありながら、信

号機が依然として取りつけられない状況であり

ます。ぜひ市としても、教育委員会としても、

強力に要望していただきたくお願いいたします。 

 次に、（２）通学路に危険なブロック塀はな

いかであります。この質問につきましては昨日、

内谷議員と同じ質問になっておりますが、よろ

しくお願い申し上げます。 

 ことし６月18日に起きた大阪北部地震では、

大阪府高槻市にある小学校のブロック塀が倒壊

し、小学生が犠牲になりました。なぜ防げなか

ったのか、守れなかった命を考えるととても残

念でなりません。 

 今から40年前、1978年、宮城県沖地震では、

ブロック塀や門柱の倒壊で18人が犠牲になった。

その教訓が全く生かされなかったことが残念で

あります。長井市での現状はいかがでしょうか。 

 また、長井市においても、通学路の安全点検

がなされていると聞いておりますが、大きな事

故につながりそうな場所、懸案となっていると

ころがあればお聞かせいただきたいと思います。

教育長にお尋ねいたします。 

 以上、壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございます。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 赤間 広議員からいただきまし

た３点のご質問についてお答え申し上げます。 

 まず最初、市民に愛される市庁舎建設につい

てでございます。議員からは高齢者、障害者に

配慮した市庁舎にすべきということでのご提言

でございます。 

 高齢者、障害者に配慮した市庁舎にすべきと

のご質問でございますが、現在、長井市新庁舎

建設整備基本計画に基づきまして、市民検討委

員会や庁内検討委員会のご意見をいただきなが

ら、基本設計を検討しているところでございま

す。基本方針２の、わかりやすく人に優しい庁

舎に基づきまして、高齢者、障害者に配慮した

点をご説明いたします。 

 基本設計として、まず最初のたたき台として

出された基本設計については、議会の皆様にも

ごらんいただいたわけでございますが、この設

計に当たっては、高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律や、山形県福祉のま

ちづくり整備マニュアルに準拠するとともに、

窓口以外の機能、空間においても全ての利用者

が使いやすい、いわゆるユニバーサルデザイン

で計画しております。 

 具体的には、庁舎玄関の直前に屋根つきの通

路に接した25台分の思いやり駐車場を設置いた

します。駐車スペースとして通常の幅員２メー

トルか2.5メートルより広くとる、３メートル

幅とすることにより、安全で乗りおりしやすい

ものとしております。そうすることで、駐車場

から窓口までの移動距離としては、県内の庁舎

の中で最短のレベルであり、まさにドア・ツ

ー・ドアの駐車場であると考えております。 

 また、駐車台数につきましては、３月、４月

の繁忙期以外では、庁舎前の25台の駐車台数で

通常は十分なものと考えております。繁忙期は、

グンゼ敷地部分に250台程度の駐車場もご利用

いただくことになります。 

 屋外からのアプローチ空間や屋内における通

路、２階、３階への移動のためのエレベーター

等への移動空間について、車椅子利用者にとっ
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ても十分ゆとりのある幅、広さを確保し、段差

の解消など、スムーズな移動ができる計画とし

ます。 

 また、議員からは大変心配されておる167.6

メートルの長い庁舎ということのご指摘でござ

いますけれども、大きく入口が２カ所ございま

して、駅のほうの入口から見ると確かに庁舎側

は遠いんですが、実際、山形鉄道と駅の庁舎部

分の１、２階は、役所の機能はございません。

待合室であったり、レストラン、売店、またさ

まざまな市民の皆様に使っていただく、イベン

トできる、あるいは会議等ができるギャラリー

等と。そして、３階は、１案と２案で違うわけ

ですが、１案として、例えば議会を置いた場合

は、３階は確かに議会からそちらのほうに行く

には遠いんですけども、したがいまして、実際

のところは110メートルぐらいなんですね。そ

この真ん中部分に入口がございますので、そう

しますと、用事あるとしても最大で、両方ずっ

と、全ての課に行くっていうと相当距離はあり

ますけれども、通常、市民課の窓口等、あるい

は税務の相談やら、あるいは福祉、子育て等々

への相談手続などにつきましては、本当に数十

メートルで済むということで、非常に近いもの

というふうに考えておりまして、ただ、駅から

見ると確かに160メートルあるということだけ

で、駅のほうの部分についてはオープンスペー

スということで、駅の待合と市役所のいわゆる

市民ホールの部分ということで、通常は時間に

余裕のある人のスペースという考え方でござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 さらに、総合窓口からできるだけそれぞれの

窓口まで歩く距離を短くするために、ワンスト

ップサービス対応として、１階窓口は市民課部

門と厚生部門をまとめた配置といたしまして、

わかりやすい総合案内窓口を設置いたしており

ます。それぞれの部門の中心に総合案内窓口や

待合スペースがありますので、40メートル程度

ずつの移動距離で済むと考えております。場合

によっては、各課の職員が移動し、特に高齢者

の方などについては、あるいは障害をお持ちの

方などについては、職員のほうが移動して対応

することということも想定しております。 

 各課の受付カウンターは、椅子に座って対応

できる低目のカウンターといたします。 

 また、主要な階段は高齢者や子供でも乗りお

りしやすい緩やかな勾配とし、両側に２段手す

りを設ける配慮をいたします。 

 トイレにつきましては、車椅子や障害者及び

乳幼児等にも配慮した十分な広さで、おむつが

え台や低い洗面台、オストメートを設置いたし

ます。 

 ２階、３階までは３カ所のエレベーターと、

議場の傍聴席までの通路につきましては、スロ

ープやリフトにより無段差化、段差がないとい

うことで図っております。バリアフリーという

ことでございます。 

 また、わかりやすい案内機能として、絵や文

字の表示方法の工夫をしてまいります。 

 以上ドア・ツー・ドアで来庁でき、ワンスト

ップサービスに考慮した、高齢者、障害者、子

育て世代等には十分配慮した庁舎となるよう、

実施設計では検討してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、２点目の子育て支援のさらなる

充実についてということで、土日・祝日の子供

の預かりを制度化できないかという点でござい

ます。 

 議員からもいろいろございましたけれども、

市民からの直接的な声だということのようでご

ざいますが、一時的に保育が必要になった場合

のため、長井市では２つの保育施設での一時預

かりをお願いしているほか、議員からありまし

たように、ファミリー・サポート・センター事

業による一時預かりをＮＰＯ法人まごころサー

ビス長井にお願いしております。施設の一時預
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かりは、開園時のみに対し、まごころサービス

長井では、土日・祝日の対応も可能でございま

す。 

 まごころサービス長井によれば、平均月２回

の利用があり、16名の協力会員が有償ボランテ

ィアで預かるため、協力会員の都合で年１回程

度は希望に添えない場合もあるとのことです。

また、協力会員の確保が重要なため、毎年養成

講座を開催しており、少しずつ効果が出ている

ところです。 

 なお、近隣の市町にも同様の事業をしている

ＮＰＯ法人があり、長井市の子供でも対応可能

ということでございます。 

 長井市の責任で制度化をというご提言でござ

いますが、利用状況や子ども・子育て支援事業

計画策定のためのアンケートなどからその必要

性を検討させていただき、必要であれば検討し

ていくということで考えております。 

 また、障害児の夜間保育、預かりについてで

ございます。議員からこちらについても検討す

るようにという提言でございますが、障害児の

夜間預かりにつきましては、障害福祉サービス

として短期入所、これショートステイというの

がございます。受け入れ事業所として近隣では

やまなみ学園、これ今泉でございますね。あと、

陽光学園、これは白鷹町、そして希望ケ丘コロ

ニーのこだま寮、あさひ寮、まつのみ寮、これ

は川西町などがございます。 

 また、日帰りの預かりですと、地域生活支援

事業として日中一時支援事業がございます。受

け入れ事業所として、近隣ですと、市内のやま

なみ学園、また川西町の希望ケ丘コロニーのこ

だま寮、あさひ寮、まつのみ寮がございます。 

 どちらの場合も、簡易な調査を行って該当す

ると判断されたときに利用申請することができ

ます。受け入れに際しましては、児童の障害の

状況等により全ての児童が受け入れ可能なわけ

ではございませんので、事業所に相談いただき

たいというふうに思います。 

 なお、この土日・祝日の子供預かり、また障

害児の夜間保育の預かり等々について、市民か

らそういう声がございましたら、ぜひ子育て推

進課、あるいは福祉あんしん課等々にご相談い

ただければというふうに思います。 

 続きまして、最後でございますが、谷地橋西

側通学路に信号機の設置はなぜできないのかと

いうお叱りの提言でございます。 

 谷地橋西側交差点は事故多発地点、ガードレ

ールの破損やヘッドライトの破損の散乱など、

半年で３件発生していると、信号機の設置につ

いて市教育委員会で協力してぜひ実現をという

ことでございますが、これは赤間議員おっしゃ

るように、私どもも地元から、随分以前から信

号機の設置ということで要望をいただいており、

何回か長井警察署を通して県の公安委員会のほ

うにお願い等々をしておりますが、現実的に難

しいというようなことで、返事をいただいてい

るところでございます。今回、新たにまたご要

望が、ご提言があったということで、相談はし

なければならないというふうに思っております。 

 まず、信号機が設置されるまでの流れについ

てご説明します。交通事故を防ぐための信号機

の設置要望については、管轄する警察署、ここ

では長井警察署の交通課に要望することになり

ます。警察署では、信号機設置の指針に基づき

まして、交通事故発生状況や交差点、道路の状

況、交通量などを総合的に判断して、設置の必

要性があれば警察本部に上申します。この際、

信号機の位置などについて道路管理者と協議を

行います。この場合の道路管理者は、県道と市

道の交差点ですので県と市ということになりま

す。警察本部では、各警察署から出された上申

を検討し、予算措置を行い、信号機の設置に関

する公安委員会の決裁を受け、最終的に設置が

決定します。 

 当該交差点については、平成19年12月に公安
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委員会に上申されており、審査の結果、却下さ

れた経過がございます。長井警察署交通課によ

ると、交通量が多くないことが一つの要因とし

ておりますが、交通量がクリアできたとしても、

谷地橋の幅員が狭いため、市道を橋の高さまで

盛り上げるか、そうでなければ北側に設置する

ことになり、物理的にも大変厳しい状況とのこ

とでございました。 

 また、信号待ちの際の大型車の通行が困難な

ことや、冬期間の凍結による、これは橋の上で

待ってなきゃいけないということになりますの

で、追突事故の発生も懸念され、信号を設置す

ることにより現状よりも危険な状況になるとい

う心配もございます。寺泉の方面から清水町、

幸町のほうに向かう場合は坂になっております

ので、そこでとまると、信号を待ってると今度

上るのにも大変になると。それは県道側ですが、

市道側のほうは、やっぱり低いもんですから、

そちらも非常に危険だというような警察からの

判断で、かなり難しいということでした。 

 その状況の中で、たしか私の記憶ですと３年

か４年前に、その谷地橋の長寿命化ということ

で、地元平県議にもお願いしながら、県の建設

部のほうに、置賜総合支庁西置賜の建設部のほ

うにお願いして、欄干のところで見えなかった

んですが、車が通ってるかどうか、それが見え

るような形でご配慮をいただいて、信号はない

んですが、少しでも見通しがよくなるように、

また、自分の記憶ですと数年前に、非常に危険

だということでＰＴＡのほうからも要望があっ

て、あそこをグリーン、緑で交差点自体を囲っ

たんですが、それもどういうわけか危険だとい

うことでもとに戻されました。 

 ですから、これまでも交通指導員の配置や警

戒標識、カーブミラー、看板等の設置や路面標

示を実施いたしまして、できる限りの交通安全

対策を講じておりますが、今後とも安全・安心

のまちづくりに努めていきたいと思います。 

 やはり橋の構造といいますか、あれ、幸町の

ほうから来るのもカーブなもんですから、あそ

こも非常に危ないと思います。議員おっしゃる

とおりで、ただ、あそこに信号をつけたらもっ

と危ないということのようでございますので、

その辺は警察の見解でございますので、お叱り

はごもっともではございますが、ぜひまた違っ

た形で交通安全を図るように努力してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、お時間があるようですので、ちょっと

補足をさせていただきますと、警察署では信号

機設置の指針に基づき判断することとなります

けれども、赤間議員おっしゃるように私ども非

常に気にしてる交差点なんですけども、信号機

がなかなかつけてもらえないということからい

ろいろ調べております。信号機は交通の安全と

円滑を図ることを目的としており、適切でない

信号機は自動車を不用に停止させ、交通の安全

と円滑に支障を及ぼすおそれがあるため、定め

ているものだそうでございます。 

 設置のための必要条件が５つございまして、

まず１点目は、赤信号で停止している自動車同

士が安全にすれ違うことができる車道の幅員が

あること、２点目が歩行者が安全に信号待ちを

できる滞留場所があるということ、３点目が主

要道路の自動車等往復交通量が最大となる１時

間の主要道路の交通量が300台以上であること。

これ、ちょっとこの基準が難しいんですけども、

あと、隣接する信号機から150メートル以上離

れていること、交通の安全と円滑に支障を及ぼ

さず、かつ自動車等の運転者及び歩行者が信号

機を良好に確認できるように信号柱を設置でき

ること、これが今回問題だと。これがあそこの

場所、できないということなんですね。信号柱

がなかなか置くところがないということですね、

ということだそうでございます。 

 設置のための択一条件として次の４つから１

つということで、これ、最後になりますけど、
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１点目が信号機があれば防げた人身事故が年２

回以上あったということ、２点目が小・中学校、

幼稚園、保育所、認定こども園、児童公園、病

院、養護老人等施設の付近ということで、これ、

南中の付近ということになります。交差点にお

ける主要道と従道路のピーク時の交通量によっ

て示される信号機の設置及び撤去における自動

車等交通量の条件に当てはまること、よほど交

通量がないとこれは難しいそうです。最後に、

歩行者の横断の需要が多く、かつ自動車等往復

交通量が多いため、歩行者が容易に横断できな

い場合であって、直近に立体横断施設がないこ

とと、以上５つの必要条件全てと、４つの択一

条件からいずれかが該当することで、設置の指

針を満たすこととなっているそうでございます。

以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 私には、通学路に危険なブロ

ック塀等はないのかということで、きのうの内

谷議員の質問に引き続き、この質問いただきま

した。 

 やはり大阪北部地震による高槻市での女子児

童の死亡事故っていうのは、やっぱり本当に痛

ましい事故でありまして、しかもあの事故を考

えてみるときに、学校の、学校のプールのブロ

ック塀で起きたということが私は一番ショッキ

ングな出来事でありました。そこから通学路の

安全ということが、全国で点検が始まったわけ

でございますけれども、昨日、内谷議員の質問

にもお答えしましたけども、繰り返しになる部

分も多いかと思いますが、ご容赦いただきたい

というふうに思います。 

 市内の小・中学校の通学路におけるブロック

塀につきまして、長井市では大阪北部地震が起

きました６月下旬、６月の22日から７月の12日

にかけてでございますけども、この期間でそれ

ぞれの学校で点検をお願いしたところでござい

ます。ただ、あくまでも今回は緊急点検という

ことで、目視での点検でございました。その観

点は、高さはもちろんあるんですが、傾斜、傾

いていないか、ブロックにひび割れがないか、

それから、ブロックの目地ですね、目地分かれ、

目地にひびが入っていないかというこの３つの

視点で、３つの観点で目視の緊急点検をしてい

ただいたところでございます。その結果、きの

うも申し上げましたけれども、直ちに危険で支

障があるというような箇所は認めることはでき

ませんでした。きのうの内谷議員の追加の質問

でもお答えさせていただいておりますが、ただ、

ブロック塀がないわけではないということです。 

 それから、ブロック塀につきましても、さま

ざまな条件がありまして、目視ではわからない

部分、例えば根入れというんでしょうか、専門

用語で。コンクリートの基礎の部分がきちんと

あるかどうか、土の中にきちんと埋めてあるか

どうかです。それから、鉄筋が縦だけじゃなく

て横にも、横筋というんでしょうかね、横にも

入っているか、縦の鉄筋と横の鉄筋がきちんと

かぎ掛けで結ばれているかというようなさまざ

まな条件があるわけでございますけれども、そ

こまでは今回の点検では把握しているわけでは

ございません。 

 今回は緊急の点検ということで、まず直ちに

危険があるということは認められませんでした

けれども、今後はやはり地区の協力をいただき

ながら、所有者の方の了解なんかもとる必要あ

りますけれども、必要と思われる箇所につきま

しては、今後学校運営協議会などで話題にしな

がら、地区に協力を求めてそういう安全性につ

いての確認、これを持ち主にお願いしていくこ

とも検討しているところでございます。 

 なお、もう一つ、通学路でブロック塀に限ら

ず危険なところはないかというご質問もござい

ました。これにつきましては、関係団体といい

ますか、警察でありますとか学校だけではなく

て、警察、地域等々と連携しながら年１ないし
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２回の点検活動を行っております。今回も間も

なく始まるところでございますけども、よく上

がってくるところとしましては、例えばですけ

れども、致芳小学校の長井大江線の県道あたり、

あそこは歩道部分が本当に少なくてなかなか危

ないので、気をつけて子供たち通らせています

というような情報であるとか、現在、長井小学

校の児童は中央十字路から南側に行く部分、今、

街路事業で改善をしているわけでございますけ

ども、あそこもかなり細くて、歩道部分がなく

て危ないというようなことであったり、そうい

うようなところが各学校ごとにさまざまあるの

も事実でございますので、そういう安全点検と

ともに子供たちに対する安全意識、登下校の仕

方等々につきましては、これまでも指摘してき

たわけでございますけども、引き続き子供たち

に安全な登下校の仕方ということで、十分に指

導してまいりたい。そして、一人も、やはりこ

ういう悲惨な事故に遭うことがないようにして

いきたいというふうに考えているところでござ

います。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間 広議員。 

○１０番 赤間 広議員 それぞれご丁寧に回答

いただきまして、ありがとうございます。 

 まず初めに、市長に改めて障害者、高齢者に

配慮してるんだよというようなことをお聞きし

ますと、少しは安心したなというふうに思って

いるところでございます。 

 私も60過ぎまして、やっぱり歩くのがとても

苦痛なときあるんですよね。ましてや、うちの、

言うとまた何だって言われるからあれなんです

けども、膝が悪いとかっていって、本当に、確

かに高齢者じゃないと思ってます、私は。高齢

者じゃなくても、若くてもできるだけ近くから

庁舎内に行きたいなというふうに思ってるとこ

ろでございます。これは恐らく全員、そのよう

に思ってるんじゃないかと思います。やはりコ

ンビニなんかが一番典型な例をつくってしまっ

たっていうんですか、もうおりるとすぐ店の中

っていうような、そういうのが頭にぽっと浮か

んでくるからそんなことを思ってしまうんです

けれども、まず初めに、この基本設計頂戴した

わけでございますけれども、この基本設計とい

うのは変更は可能ですか、市長、それだけで結

構です。変更は可能ですか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 変更っていいますか、あくまで

もたたき台でございますので、これはこうこう

こういうことで、どっちかっていうとデザイン

は全く入ってませんし、機能でございますんで、

２パターン出したわけですけども、どちらかに

するかということと、あと、例えばこことここ

を移動したほうが、入口はもう１カ所あったほ

うがいいよとか、正当な、皆さんが納得する合

理的な指摘をいただければ、そこは変更するこ

とはもちろん可能でございます。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間 広議員。 

○１０番 赤間 広議員 ありがとうございます。

少し安心したところなんですけども、変わるか

変わんないかはいろんな人の意見も聞かなきゃ

いけないということで、私の個人的な意見と、

私を支持していただける方っていうか、そうい

う市民の方の意見もありますので、先ほど申し

上げたとおり、やっぱり歩くのが苦痛になって

くると。これは市役所っていうのは、例えば豊

田の方、歌丸、あと河井、あとは伊佐沢の大石

のほうからでも、勧進代からでも、幾ら遠くて

も、嫌でも、来んなねところが市役所なんです

よね。そういうふうに考えたとき、できるだけ

もう少し近いあたりに駐車場が欲しいっていう

のが正直な意見なんですけども、これは例えば

なんですけれども、駅舎と市役所との間の１階

部分をもう少し駐車場をふやして、２階部分か

ら事務ができるように、全くすぽんと離すんじ

ゃなくて、１階部分を駐車場に置くとか、そう

いうような意見もあったわけでございます。ぜ
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ひ、それでも大体10台ぐらいになるかなんない

かだと思うんですけれども、それでも遠くから

歩いてくるというようなことを考えれば、少し

でも負担をかけないでできるというようなこと

でございます。 

 土日・祝日、駐車してないときは、今度多目

的ホールっていうんですか、そういった活用な

んかもあるんじゃないかというようなこともご

提言いただいたところでございます。これは意

見でございますので、これに対しての回答って

いうのは求めないわけでございますが、あと、

もう一つですね。ぜひ今後、３年後、市役所が

当然建ってきた場合、あそこを市営バスが通る

というようなことになろうと思うんですけども、

ぜひ市営バスは中央玄関前で乗りおりができる

というような方向にしていただければなという

ふうに思ってます。 

 これは当然考えられてることだと思うんです

けれども、それに、一つお願いなんですけども、

乗りおりフリーというんですか、市役所でおり

ればフリー、乗るとき、乗ってどっかに行くと

きも１回だけはフリーというような、これも制

度設計だと思うんですけども、このたびの９月

の議会でも1,000円で定期券を発行していただ

けるというようなことで、本当にこれはまさに

的を得た市長の英断、これから決めていくわけ

なんですけれども、提案でございますので、高

く評価させていただきたいなというふうに思っ

てます。 

 ぜひ今後こういうようなことを考えていって

いただければなというふうに思うんですけれど

も、これももし回答いただければ。検討お願い

申し上げます。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 赤間議員おっしゃるように、市

民の皆様はもう１センチでも１ミリでも近いほ

うがいいと、歩きたくないっていうのは率直な

本音の部分だと思います。１階の部分にもう少

し駐車場をということになりますと、そこの部

分のスペースをあけるということになると、大

幅にレイアウトが変わってくるんですね。です

から、今の事務所の部分を削って、その部分を

２階、３階にというのは基本的に難しいので、

したがいまして、経費はかかるんですけども、

要は駐車場、例えば屋根つきの、いわゆる屋内

の駐車場みたいな形で、結局窓口により近い形

で庁舎をもっと広げるっていうことですね、駐

車場のスペースをつくるということになると思

います。 

 そうしますと、課題なのが駅前のところの敷

地をもっと広くしないといけない。１階の平面

図を見ていただいて、１階の部分の総合窓口と、

あと右側に例えば市民課とか厚生部門と、あと

総務部門の税務課とか子育てとか福祉課とか、

全部１階のところに集中しているわけですよね。

そこの部分に駐車場をつくるとなると、その部

分をやっぱり分散させますと機能が落ちてしま

いますから、したがってそれはそれとして、そ

の手前側に25台分の駐車場じゃなくて、あと10

台ぐらい余計に欲しいということであれば、そ

この部分をさらに庁舎の前に駐車スペースを確

保すると。そうしますと、あそこの、駅のすぐ

そばの住宅地とかあるわけですけども、そうい

ったところをご協力いただいて、更地にして駐

車場にするということをしなければいけません。

そうしますと、土地と、それから建物などの補

償をして駐車場スペースをつくるということに

なるかと思います。 

 今の状況のままでも25台ぐらい部分はつくれ

るんですけども、そして６メートルの市道はつ

くれると。ただし、さらに駐車場をというと、

そういったことも考えなければならないのかな

というふうに思っておりまして、ただ、おっし

ゃるのはごもっともですので、この辺のところ

は今後道路計画も含めてどういうふうに考えて

いくかですね。これからさらに議会の皆様から
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のご意見やら、あるいは市民の説明会も９月の

末から、下旬から10月初めまで７カ所で行って

いきますので、その段階などのご意見などを総

合的に判断して、最終的にはできるだけ皆様の

ご意見を酌み取れるように、ただし、事業費が

上がったときはぜひそれはそれとしてお認めい

ただきたいなというふうに思うわけですが、や

っぱり余り過大な事業費にならないように気を

つけながら、できるだけ皆様のご要望を受けら

れる形で進めていけたらというふうに思ってお

ります。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間 広議員。 

○１０番 赤間 広議員 ありがとうございます。 

 60年に１回建てるんであれば、やっぱりある

程度なんつうと大変恐縮なんですけども、必要

であればやっぱりかかるものは認めていかなけ

ればならないというふうに思っています。 

 やはり、ちょっと駐車場のことでまたなんだ

かんだ言ってると時間なくなるんですけども、

思いやり駐車場っていうのが私もわかんなかっ

たんだけど、ほかの人も。例えば、これはもち

ろん障害者を持ってる方は当然としても、65歳

以上とかそういう意味での思いやり駐車場です

か、これは。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 もちろん障害者とか、いわゆる

乳幼児がいらっしゃる車とか用の駐車スペース

って専門に何区画かとりますが、思いやりって

いうのは、通常市役所あたりですと2.5メート

ルぐらいなんですよ、幅を３メートルにする。

なおかつ、上に雨が降っても、例えば雪が降っ

てもぬれないような、そういう配慮をして役所

に入れるような、そういう駐車場ということで

思いやりということでございます。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間 広議員。 

○１０番 赤間 広議員 了解いたしました。あ

りがとうございます。 

 それでは、２番目、子育て支援のさらなる充

実ということで、全く市長おっしゃったことは

利用者もわかっていらっしゃるんですよね。土

日・祝日、ファミリー・サポート・センターの

パンフレットなんかにも書いてるんですけども、

なかなか、中身は土日・祝日って書いてるんで

すよ、中にね。外側だけ見ると月曜日から金曜

日、９時から10時まででしたっけ、４時までと

かなってるもんだから、やっぱりそこが見えな

かったのかなというふうに思ってます。 

 いろいろそういう、なんだかんだとあれすれ

ば申しわけないんですけども、充実してるんだ

ということ、まず知らなかったということだと

思うんです。相談する窓口っていうのがやっぱ

り市役所ということ。土曜、日曜、まあ、これ

はまれなケースだと思うんですけども、不幸が

あったとか、それはもういつ何どきあるかわか

んないんで、そういう相談体制、制度化ってい

うのが、そこで私が申し上げたいなというとこ

ろなんですけれども、いつでも電話がつながる

んだというような、やっぱり市民に安心を与え

るっていうのが一番大切だと思います。 

 ぜひ市長も検討というか、制度化について検

討していくっていうようなお話いただきました

ので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 障害児の親御さんのお話ですと、やはりその

辺のことは理解してらっしゃるんでした、市長

がおっしゃったとおり。だけれども、何かやっ

ぱりちょっと使い勝手が悪いのかなあというよ

うなことで、ぜひこういった方と率直に、膝詰

めなんか最高だと思うんですけども、語ってい

ただいて、こういうのがあるんだと、だけど、

もう少しこうしてほしいとかって、またやりと

りあると思うんですけども、ぜひこの辺も検討、

研究なんかしていただければなというふうに思

います。 

 それから、安全な通学路、信号機のことに対

しては、いろいろと市長も理解していただいて

ると。私も、これに関してはもう何遍も何遍も
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皆さんから要望をいただいているところでござ

います。 

 何かこう、もちろん県道なもんだから、市と

しても要望しかできないような感じになってる

わけですよね。何かいまいち県で言う、そうい

う話と、あと警察で言う話、あれだけ事故があ

って大変な場所であるにもかかわらず、私から

言うと、どっちも逃げてるような気がしてなら

ないわけですよ。やりたくないことを一番先に

上げちゃって、だからできないんだというよう

なことで、それだったらやっぱりできるように

していかなければだめだというふうに思うんで

すけれども、ぜひ、市長も何度も要望してると

いうようなことでございますけども、やはりや

りたくない、したくない、そういうふうに映っ

てくるわけでございます。やっぱり住民の方々

は本当にそういうふうに思ってますね。それだ

け危険な橋であるならば、やはりおかしいです

よね、私たちが毎日そこを通って通勤・通学し

てるっていうのを考えれば。本来なら安全・安

心な橋をつくっていただくっていうことも今後、

きょうあしたっていうわけにはいかないとは思

いますけれども、ぜひ今後そういうふうに検討

していただきたいなというふうに思います。 

 いつもあやめ公園のところの野川橋が引き合

いに出されるわけですよね。何であっちがこう

でこっちがだめなんだ。そうするといろいろと

交通量が足んねえだの、道路のほうが高い、カ

ーブがあるとかっていうことを、じゃ、カーブ

も直していただくとか、そういう前向きな、少

しずつでもいいですから、ぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 ここは朝、私なんかが立ってますと、横断歩

道でとまる車っていうのはほとんどいないんで

すよね。交通指導員がやっぱりいるからこそ子

供たちが通って通学できるというような場所で

ございますので、ぜひこの辺をご理解いただき

たいなというふうに思っています。 

 ２番目の通学路に危険なブロック塀はないか、

これは本当に恐縮でございますが、きのうも同

じような質問を、ご回答をいただいた後にまた

このような質問をさせていただいたんですけれ

ども、一つは、教育長が申されたのは、危険だ

ったらば別な通学路に変えさせるというような

言い方をされたんですけれども、もちろんそこ

危険だったら通らないというふうなのが当たり

前だと思うんですけれども、私が小さいときっ

ていうのはもう何か、通学路っていうか、どこ

でも通って学校さ通ったような気するんですけ

れども、今っていうのは学校でここを通りなさ

いっていうような通学路の指定をしてるんです

か。それちょっとお尋ねしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 通学路をどういうふうにして

指定するかということについては、基本は保護

者の方と学校との間でここを通学路にしますと

いうことで、届け出をしていただいているとい

ったところです。それを見て、学校のほうでは

見せていただいて、ここは交通量多過ぎてだめ

だからこの裏通ったほうがいいですよとか、さ

まざまなアドバイスをすることになっておりま

すが、基本的には学校と保護者の間で通学路を

決定し、そこを児童生徒が通っていくという形

になってございます。 

○渋谷佐輔議長 10番、赤間 広議員。 

○１０番 赤間 広議員 ありがとうございます。 

 やはり、子供たちが通るから通学路じゃない

わけですよね。大人も通るわけですよね。そう

すると、市民が通る道路というふうに考えれば、

これちょっと市長にはお尋ねしてないんですけ

れども、1978年の宮城県沖地震で死亡事故が起

きたっていうことで、81年に建築基準法が制定

されたということで、ブロック塀には縦横の鉄

筋を入れてしなければならないというようなこ

とになったんだそうです。それ以前につくられ

たとか、または基準を満たさないブロック塀も
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たくさんあるということで、大変危険な場所だ

と、いうものもあるんだというようなことでご

ざいます。 

 これで、先ほど教育長も申されたんですけど

も、目視で点検されたというようなことでござ

いました。これちょっと山新の８月31日の記事

なんですけれども、ここ、ブロック塀診断士な

んていう職業があるんだそうです。専門にされ

ている方がいるということでございますので、

通学路にはないけれども、市の市道にはあると

いうことかもしれないんですけども、こういう

人たちもいらっしゃるんで、ぜひ診断士の方に

も意見を聞かれたらなというふうに思うんです

けども、いかがなものかなと思います。 

 それで、これ最後になります。地震などの際

に危険なブロック塀の対策として、撤去費用の

支援制度を鶴岡市、酒田市、寒河江市、山辺町

が設けていると。山形市などではリフォームの

補助対象にしているところもあるが、市町村に

よって対応が分かれているというようなことで

ございますので、市長、もしこういうのがあれ

ば。 

○渋谷佐輔議長 通告外じゃないの。 

○１０番 赤間 広議員 対応して。 

 議長、お願いできますか。だめですか。じゃ、

聞くだけで結構でございますので。 

 そういうのがあるそうです。そういう他市町

村でやってるということがあるそうなんで、長

井市でも安全・安心な通学路をしていくという

ようなことで、ぜひご検討していただきたいと

思います。以上でございます。 

 

 

   散     会 

 

 

○渋谷佐輔議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開は、10日午前10時といたします。ご協力

ありがとうございました。 

 

 

    午後 ２時５４分 散会 


